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主要な事業内容（2025年12月31日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

不 動 産 事 業 ショッピングセンターの運営、不動産賃貸

医 薬 品 事 業 医療用医薬品の製造・販売

機 械 関 連 事 業 消防自動車の製造・販売

繊 維 事 業 機能性繊維、肌着、靴下、絹製品、カジュアルインナーの製造・販売、ブランドラ
イセンス業等

そ の 他 ビル管理サービス、ITサービス、印刷紙器の製造・販売、訪花昆虫の販売等

主要な営業所及び工場（2025年12月31日現在）
① 当社
本 社 東京都中央区明石町６番４号
営 業 所 さいたま（埼玉県）
営 業 所 及 び 工 場 八王子（東京都）
養 蜂 場 塩尻（長野県）
（注）2025年５月19日付で、日機マギルス事業部（八王子）を新設いたしました。
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② 子会社
株式会社ニチビ
本 社 東京都中央区
工 場 静岡（静岡県）

トーアエイヨー株式会社
本 社 東京都中央区
研 究 所 福島（福島県）
製剤技術センター 福島（福島県）
合成技術センター 福島（福島県）
工 場 福島（福島県）、仙台（宮城県）

オグランジャパン株式会社
本 社 東京都中央区
支 店 大阪（大阪府）、東京（東京都）
商品センター 観音寺（香川県）

日本機械工業株式会社
本 社 東京都八王子市
工 場 本社（東京都）、北海道（北海道）
営 業 所 本社営業部（東京都）、官庁・法人営業部（東京都）

札幌（北海道）、仙台（宮城県）、名古屋（愛知県）
大阪（大阪府）、福岡（福岡県）

株式会社片倉キャロンサービス
本 社 東京都中央区
支 店 さいたま（埼玉県）
株式会社カタクラ・クロステクノロジー
本 社 東京都千代田区
株式会社三全
本 社 さいたま（埼玉県）
東近紙工株式会社
本 社 福島県伊達市
工 場 伊達（福島県）
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従業員の状況（2025年12月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

事 業 区 分 従 業 員 数 前 期 比 増 減
不 動 産 事 業 37 （ 2）名 2名減 （ 1名増）
医 薬 品 事 業 250 （ 19） 43名減 （ 19名増）
機 械 関 連 事 業 195 （ 32） 6名増 （ 1名減）
繊 維 事 業 171 （ 87） 14名減 （ 10名減）
そ の 他 189 （ 598） 9名増 （ 63名減）
全 社 ( 共 通 ) 58 （ 4） 3名増 （ 増減なし）

合 計 900 （ 742） 41名減 （ 54名減）
（注）従業員数は就業員数であり、臨時従業員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 期 比 増 減 平 均 年 齢 平均勤続年数
104 （ 26）名 2名増 （ 1名増） 40.6歳 11.8年

（注）従業員数は就業員数であり、臨時従業員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,325百万円
農 林 中 央 金 庫 990百万円
一般財団法人民間都市開発推進機構 666百万円
株 式 会 社 八 十 二 銀 行 514百万円
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 350百万円
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株式の状況（2025年12月31日現在）
① 発行可能株式総数 140,000,000株
② 発行済株式の総数 35,215,000株（自己株式3,402,253株を含む）
③ 株 主 数 15,625名
④ 大 株 主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

ＴＨＥ ＨＯＮＧＫＯＮＧ ＡＮＤ ＳＨＡ
ＮＧＨＡＩ ＢＡＮＫＩＮＧ ＣＯＲＰＯＲ
ＡＴＩＯＮ ＬＴＤ ― ＳＩＮＧＡＰＯＲ
Ｅ ＢＲＡＮＣＨ ＰＲＩＶＡＴＥ ＢＡＮ
ＫＩＮＧ ＤＩＶＩＳＩＯＮ Ａ／Ｃ ＣＬ
ＩＥＮＴＳ（常任代理人 香港上海銀行東京
支店）

3,560 11.19

三 井 物 産 株 式 会 社 2,200 6.92
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,954 6.14
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 1,715 5.39
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,584 4.98
安 田 不 動 産 株 式 会 社 1,298 4.08
農 林 中 央 金 庫 1,183 3.72
ＣＥＰＬＵＸー ＴＨＥ ＩＮＤＥＰＥＮＤ
ＥＮＴ ＵＣＩＴＳ ＰＬＡＴＦＯＲＭ ２
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京
支店）

1,171 3.68

大 成 建 設 株 式 会 社 1,100 3.46
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 999 3.14

（注）１．当社は、自己株式3,402,253株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。な
お、持株比率は自己株式（3,402,253株）を控除して計算しております。また、自己株式には、
「株式給付信託（BBT-RS）」に基づき株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有する当社
株式（163,208株）を含んでおりません。
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２．2025年２月27日付（報告義務発生日は2025年２月25日）でASO Group Limited及びその
共同保有者１社から大量保有報告書（変更報告書）が関東財務局長に提出されております。ま
た、当社は、2026年１月８日にASO Group Limitedより、同社の保有株式を管理する証券口
座を国内証券会社からTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
LTD ‒ SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION A/C CLIENTSに移管した
旨、説明を受けておりますが、当社として、当事業年度末日における株主名簿により確認でき
ないため、表中に記載しておりません。
当該大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

保有者名 保有株券等の数 株券等保有割合

ASO Group Limited 3,918千株 11.13％

株式会社スノーボールキャピタル 30千株 0.09％
３．三井物産株式会社の持株数は、同社が退職給付信託の信託財産として拠出しているものであり

ます（株主名簿上の名義は「株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行再信託分・三井
物産株式会社退職給付信託口）」であります）。

⑤ その他株式に関する重要な情報
当社は、2025年５月13日取締役会決議に基づき、自己株式の取得を以下のとおり実施
いたしました。

取得対象株式の種類及び数 普通株式 650,000株
取 得 価 額 の 総 額 1,443,650,000円
取 得 日 2025年５月14日
取 得 方 法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNet-3）による買付け

⑥ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
当社は、株主の皆様との一層の価値共有を進めることにより、業務執行取締役が中長期

的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型
株式報酬制度を導入しております。当事業年度中に取締役（非業務執行取締役を除きま
す。）４名に対して、当社株式24,989株を株式報酬として交付しております。
なお、上記は当期中に退任した取締役２名に対し交付した株式を含んでおります。
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新株予約権等の状況
① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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会計監査人の状況
① 名称 有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 49百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 49百万円

（注）１．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等
の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の
前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしま
した。

２．当事業年度に係る報酬等の額は、当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づ
く監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも
区分できませんので、合計額を記載しております。

３．上記の他、当事業年度に前事業年度の監査に係る追加報酬１百万円を支払っております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した

場合は、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的と
することを請求いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら

れる場合は、監査役の全員の同意によって会計監査人を解任いたします。この場合、監査
役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任
した旨と解任の理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業

務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(１) 当社は、当社及びグループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に
適合し、社会的責任を果たすための基本的な指針として「カタクラグループコンプラ
イアンスマニュアル」を制定し、企業倫理の向上と社内における規程の周知徹底を図
っております。

(２) 当社は、取締役の職務の執行の適法性を確保するための牽制機能として、社外取締
役を選任しております。

(３) コンプライアンスの推進については、各部門・グループ各社で実施するとともに、
当社はコンプライアンス担当部門を設置し、担当役員を選任することで、グループ全
体のコンプライアンス体制の維持・強化を図っております。また、「コンプライアン
ス規程」により方針・体制・運用方法を定め、適切な運用を行っております。

(４) 当社グループは、「企業倫理通報規程」に基づき、内部通報制度「グループホット
ライン」を運用し、不正・違反行為等の早期発見・是正を図っております。

(５) 当社は、社長直轄の監査部門による内部監査を実施し、内部統制の有効性と妥当性
を確保しております。

(６) 当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連
法令に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行っております。

(７) 当社グループは、反社会的勢力・団体と断固対決する方針を「カタクラグループコ
ンプライアンスマニュアル」に定めております。反社会的勢力・団体による不当要求
があった場合には、担当部署が関係部署と連携の上、警察等の外部専門機関とも緊密
に連携し、組織全体として対応しております。
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２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令及び文書・情報管理に係る社内規程等に従い、取締役の職務の執行に係る

情報を文書（電磁的記録を含む）に記録・保存し、取締役又は監査役から閲覧の要請があ
った場合には常時閲覧できる体制としております。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(１) 当社は、当社及びグループ各社の事業活動に係る様々なリスクについて、各部門及び
グループ各社で管理するとともに、「リスク管理規程」に基づき、社長を委員長とするリ
スク統括委員会を設置し、総合的なリスク管理体制の維持・向上を図っております。ま
た、リスク統括委員会の報告内容は、当社取締役会に対し定期的に報告しております。

(２) 当社は、中長期的な事業リスクの管理及び企業価値の向上の観点から、「サステナビリ
ティ規程」に基づきサステナビリティ委員会を設置し、環境・社会課題への対応を含む
サステナビリティに関する取組みを推進しております。また、その検討状況等について
は、定期的に取締役会に報告する体制としております。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(１) 当社及びグループ各社は、別途定める社内規程に基づく職務権限及び意思決定ルール
により、職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を整備しております。

(２) 当社及びグループ各社は、「取締役会規則」に基づき、定例の取締役会を原則、毎月１
回開催するほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、重要事項の決定並びに取
締役の職務の執行状況の監督を行っております。また、当社は取締役の指名及び報酬に
関する手続きの独立性・客観性を確保するため、「指名・報酬諮問委員会規則」に基づ
き、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指
名・報酬諮問委員会を設置しております。

(３) 当社は、重要な職務執行事項について検討するため、「経営会議規則」に基づき、経営
会議を随時開催しております。

(４) 当社は、グループのサステナビリティ方針の審議・決定、共通課題の検討及び取組状
況のモニタリングを行うため、「サステナビリティ規程」に基づき、サステナビリティ委
員会を設置し、定期的に開催しております。
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(５) 当社は、当社グループの情報システムの投資・運用及び情報セキュリティに関する重
要事項について検討するため、「ＩＴ企画会議規則」に基づき、ＩＴ企画会議を随時開催
しております。

５．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保
するための体制
(１) 当社は、グループ各社の重要事項について当社取締役会の承認や当社への報告を要
する事項を関係会社管理規程等に定め、グループ各社に適用することで業務の適正を
確保しております。

(２) 当社は、グループ各社の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保するた
め、当社の監査部門によりグループ各社の内部監査を実施しております。
内部監査での指摘事項及びその改善については、グループ各社の取締役会に報告の
上、当社に提出しております。

(３) 当社は、当社の役員等がグループ各社の取締役等を兼任することで、ガバナンスの
向上を図っております。

(４) 当社は、当社取締役及び監査役並びに当社グループ経営幹部で構成されるグループ
戦略会議を定期的に開催し、現在の経営環境を踏まえ、グループ全体の経営方針や各
事業の課題の確認・今後の方針について審議しております。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項
当社は、監査役から使用人を置くことの要求があった場合には、当社の使用人から監査

役補助者を任命しております。

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示
の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役補助者についての任命、解任、異動、賃金改定等は監査役の同意を得て

決定し、取締役からの独立性を確保するとともに、監査役の監査役補助者に対する指示の
実効性を確保しております。
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８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(１) 監査役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて会計
監査人又は取締役もしくはその他の者から報告を受けることができます。

(２) 取締役又は使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え全社的に重大な影響を及
ぼす事項、内部監査の実施状況について報告を行っております。

(３) グループ各社の取締役及び使用人は、法令及び規程に定められた事項のほか、監査
役から報告を求められた事項については速やかに報告するとともに、当社のグループ
担当部門にも報告するものとしております。

(４) 当社のグループ担当部門は、上記の報告（当社の監査役の求めに対して行われた報
告を除きます。）を受けた場合には、速やかに当社の監査役にその内容を報告するも
のとしております。

９．上記８．の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保するための体制
(１) 当社は、監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
受けないことを確保しております。

(２) 監査役は、監査役に報告をした者の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役に
その理由の開示を求めることができます。

10．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償

還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生
じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じております。

11．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、業務の執行状況を把握するために、経営会議やリスク統括委員会等の重要な

会議に出席し、意見を述べることができます。また、代表取締役社長、会計監査人とそれ
ぞれ定期的に意見交換のための会議を開催しております。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
１．コンプライアンス

当事業年度においても、役員及び従業員を対象として、コンプライアンス意識の向上・
浸透に向けた取組みを継続しております。役員に対しては、就任時及び就任後に必要とさ
れる法令遵守及びコーポレートガバナンスに関する知識・情報を提供するため、役員研修
を適宜実施しております。また、当社及びグループ各社の従業員に対しては、内部統制研
修を継続実施するとともに、毎年、コンプライアンス意識調査を行い各職場の課題をフィ
ードバックし、課題解決に努めております。

２．内部通報制度
当社は、外部の事業者へ窓口業務を委託して、当社グループの全従業員を対象とした内

部通報制度「グループホットライン」を運用し、不正・違反行為等の早期発見・是正を図
っております。
当社は、内部通報制度をコンプライアンス上の問題点を早期に把握するための重要な制

度と位置付けており、通報者の不利益取扱いの禁止や通報内容の守秘など通報者保護に係
る体制を整備し、研修による周知を図り、適切な運用に努めております。

３．リスクマネジメント
当事業年度においては、リスク統括委員会を４回開催し、コンプライアンス、品質管

理、事故、災害、労務管理等に係るリスク報告及び再発防止策について審議の上、指示・
徹底しております。また、当社グループの経営に大きな影響を与える可能性があるリスク
については、担当部署が継続的にモニタリングを行い、その結果をリスク統括委員会及び
取締役会に報告しております。当社グループでは、大規模災害等の発生に備え、安否確認
システムを用いた訓練や、防災対策の実施に加え、事業継続計画（BCP）を整備し、その
内容の見直し及び周知を適宜行っております。
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４．取締役の職務執行
当事業年度における主な会議の開催状況として、定時取締役会を12回、指名・報酬諮問

委員会を6回、グループ戦略会議を２回、経営会議を7回、サステナビリティ委員会を3
回、ＩＴ企画会議を14回開催しております。取締役会は重要事項の意思決定を行うととも
に、これらの会議体を通じ、業務執行の状況を監督しております。

５．子会社の管理
グループ各社については、関係会社管理規程に基づき、月次業績や事業計画の進捗等に

ついて、定例会議や必要に応じＩＴ企画会議等において報告を受け、管理を行っておりま
す。加えて、重要事項については、当社取締役会及び半期ごとのグループ戦略会議におい
て、審議・報告の場を設けることで、グループ会社の適正な業務運営に努めております。

６．金融商品取引法上の内部統制
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への意識向上と管理体制の強化を図るととも

に、財務報告に関連する内部統制報告制度が効果的かつ適正に実施されるよう、その運用
と評価を継続的に行うことで、経営の公正性・透明性の確保に努めております。

７．内部監査
監査部門は当社及びグループ各社に対する監査を当事業年度に8回実施しております。

各監査結果については、四半期ごとに、また必要に応じて取締役会に報告し、見出された
問題点の是正・改善に努めております。

８．監査役の職務執行
監査役は、業務の執行状況を監査するため、取締役会、経営会議、リスク統括委員会等

の重要な会議に出席しております。
また、当事業年度に監査役と監査法人による定例を含めたミーティングを６回、監査役

と監査部門とのミーティングを12回実施しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2025

2025
年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
2025 年 １ 月 １ 日 残 高 1,817 15,000 55,166 △4,463 67,521
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △1,623 △1,623
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 5,763 5,763

自 己 株 式 の 取 得 △1,444 △1,444
株 式 給 付 信 託 に よ る
自 己 株 式 の 処 分 61 61

連結子会社に対する持分変動に
伴う資本剰余金の増減 1,545 1,545

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額) −

連結会計年度中の変動額合計 − 1,545 4,140 △1,382 4,303
2025 年 12 月 31 日 残 高 1,817 16,545 59,307 △5,846 71,824
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その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

2025 年 １ 月 １ 日 残 高 15,342 55 3,118 18,516 3,693 89,731
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △1,623
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 5,763

自 己 株 式 の 取 得 △1,444
株 式 給 付 信 託 に よ る
自 己 株 式 の 処 分 61

連結子会社に対する持分変動に
伴う資本剰余金の増減 1,545

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額) 6,685 △7 628 7,305 △1,578 5,727

連結会計年度中の変動額合計 6,685 △7 628 7,305 △1,578 10,030
2025 年 12 月 31 日 残 高 22,027 47 3,746 25,822 2,115 99,761
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況

連結子会社の数 8社
連結子会社の名称
㈱ニチビ
トーアエイヨー㈱
オグランジャパン㈱
日本機械工業㈱
㈱片倉キャロンサービス
東近紙工㈱
㈱カタクラ・クロステクノロジー
㈱三全

② 非連結子会社の状況
主要な非連結子会社の名称
片倉保険サービス㈱
㈱ガーデンエクスプレス

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う
額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連
結の範囲から除外しております。

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

持分法適用の非連結子会社の数 ―
持分法適用の関連会社の数 ―

② 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況
主要な会社等の名称
片倉保険サービス㈱
㈱ガーデンエクスプレス

持分法を適用しない理由
持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体と
しても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
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（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、㈱ニチビ、オグランジャパン㈱、㈱片倉キャロンサービス、東近紙工㈱、㈱カタク
ラ・クロステクノロジー、㈱三全の決算日は、連結決算日と一致しております。
トーアエイヨー㈱、日本機械工業㈱は３月31日となっております。連結計算書類の作成に当たっては、連
結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券の評価基準及び評価方法

(イ) 子会社株式及び関連会社株式 ― 非連結子会社株式及び持分法非適用関連会社
株式については、移動平均法による原価法

(ロ) そ の 他 有 価 証 券
市場価格のない株式等
以外のもの

― 時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）

市場価格のない株式等 ― 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項
により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定され
る決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当
額を純額で取り込む方法によっております。

ロ．デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ ― 時価法

ハ．棚卸資産の評価基準及び評価方法
(イ)商品及び製品、仕掛品

医薬製品仕掛品 ― 先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
機械製品仕掛品 ― 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
そ の 他 ― 主として月次移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(ロ)原材料及び貯蔵品
主として月次移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

定率法
ただし、1998年４月１日以降取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 10年〜50年
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ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内での見込利用可能期間（５年）に基づく定額法に
よっております。

ハ．リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上しているほか、貸倒懸念債権
等特定の債権については、債権の回収可能性を個別に検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度の負担額を計上しておりま
す。

ハ．土壌汚染処理損失引当金
当社が所有する土地のうち工場跡地の一部について土壌汚染が判明したことにより、土壌汚染浄化処
理の損失に備えるため、支払見込額を計上しております。

ニ．役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく取締役等への当社株式等の給付に備えるため、当連結会計年度末における
株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、期間定額基準及び給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10〜11年）
による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10〜11年）による定額法により按分した額をそれぞれの発生の翌連結会計年度から費用
処理しております。

ハ．小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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⑤ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
なお、為替予約等の振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務については、当該為替予約等の円
貨額に換算しております。

⑥ 重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。
なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建債権債務及び外貨建予定取引

ハ．ヘッジ方針
為替予約
通常の取引の範囲内で、ヘッジ対象に係る将来の為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を
行っております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場
変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジ手段と
ヘッジ対象に関する重要な条件が同一であることを確認することにより有効性の判定に代えておりま
す。

⑦ 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。
イ．不動産事業

不動産事業は主に開発保有するオフィスビルや商業施設の賃貸等を行っております。
当該不動産賃貸については、「リース取引に関する会計基準」等に基づき収益を認識しております。
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ロ．医薬品事業
医薬品事業は医療用医薬品の製造及び販売を行っております。
当該製品の販売については、顧客に検収された時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、

履行義務が充足されるものであり、当該時点で収益を認識しております 。ただし、国内販売について
は、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に収
益を認識しております。
また、医療用医薬品の販売契約については、取引数量等に基づく変動対価が含まれており、顧客に支

払う変動対価を売上高から控除しております。変動対価の見積りは、類似した同種の契約が多数あるこ
とから過去の実績に基づき顧客に支払う対価を見積り、売上高から控除し返金負債を計上しておりま
す。

ハ．機械関連事業
機械関連事業は消防自動車の製造及び販売を行っております。
当該製品の販売については、顧客に検収された時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、

履行義務が充足されるものであり、国内販売においては顧客に検収された時点で収益を認識しておりま
す。また、輸出販売においては、貿易条件に基づき、リスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識し
ております。

ニ．繊維事業
（イ）実用衣料
実用衣料は肌着・靴下等の衣料品の製造及び販売を行っております。
当該製品の販売については、顧客に検収された時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、

履行義務が充足されるものであり、当該時点で収益を認識しております。ただし、国内販売について
は、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に
収益を認識しております。
（ロ）機能性繊維
機能性繊維は水溶性繊維・耐熱性繊維等の製造及び販売を行っております。
当該製品の販売については、顧客に検収された時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、

履行義務が充足されるものであり、当該時点で収益を認識しております。ただし、国内販売について
は、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に
収益を認識しております。また、輸出販売においては、貿易条件に基づき、リスク負担が顧客に移転
した時点で収益を認識しております。
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２．追加情報
取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る取引について
当社の株式報酬制度は「株式給付信託(BBT-RS)」(以下「本制度」という。)であり、取締役に給付する株式
には退任するまでの間の譲渡制限が付されています。当社の株式報酬制度は2018年度に導入され、2024年
に本制度に改訂しております。
（1）本制度の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を
「本信託」という。）を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当
社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」という。）が本信託を通じ
て給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則と
して毎年一定の時期に行うこととしております。また、一定の要件を満たす場合には、所定の割合に相
当する部分について当社株式等を時価で換算した金額相当の金銭を給付することとし、取締役が当該金
銭の給付を受ける時期は、取締役の退任時としております。取締役が在任中に当社株式の給付を受ける
場合、取締役は、当社株式の給付に先立ち、譲渡制限契約を締結することとし、当該当社株式について
は、当該取締役の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとしております。

（2）信託が保有する自社の株式に関する事項
当該信託が保有する株式は、信託における帳簿価額により連結貸借対照表の純資産の部に自己株式とし
て表示しております。当該自己株式の帳簿価額は当連結会計年度末318百万円であります。
また、当該自己株式数は当連結会計年度末163,208株であります。

（3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
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３．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産 165百万円、繰延税金負債 15,538百万円
なお、上記繰延税金資産及び繰延税金負債は納税主体ごとの相殺後の金額を表示しております。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、繰延税金資産を計上するにあたり、繰延税金資産の回収可能性について、納税主体

ごとに将来減算一時差異等の解消スケジュール、将来課税所得及びタックスプランニング等に基づき判
断しております。
将来課税所得の見積りは、経営者によって作成された事業計画を基礎として策定しており、スケジュ

ーリング可能な一時差異等に係る繰延税金資産について回収可能性があるものと判断しております。
繰延税金資産の回収可能性の検討においては、課税所得の発生見込に係る判断を主要な仮定としてお

ります。当該仮定が、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計
年度以降の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

４．表示方法の変更
連結貸借対照表
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「役員賞与引当金」は、重要性が乏しく
なったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
連結損益計算書
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」は、重
要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
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５．連結貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産

リース投資資産 1,021百万円
建物及び構築物 10,264百万円
土地 171百万円
投資有価証券 2,573百万円
投資その他の資産のその他 30百万円

計 14,061百万円
（上記に対応する債務）

支払手形及び買掛金 60百万円
１年内返済予定の長期借入金 788百万円
未払金 133百万円
流動負債のその他 13百万円
長期借入金 2,224百万円
長期未払金 533百万円
長期預り敷金保証金 2,483百万円

計 6,236百万円
（2）有形固定資産の減価償却累計額 61,584百万円
（3）当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結
しております。
当連結会計年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 19,260百万円
借入実行残高 2,761百万円

差引額 16,498百万円
（4）財務制限条項

借入金のうち、2,662百万円には、以下の財務制限条項が付されております。
各年度の決算期の末日における連結及び個別の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％以
上に維持すること。
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６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末
普 通 株 式 （株） 35,215,000 − − 35,215,000

（2）自己株式の数に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末
普 通 株 式 （株） 2,946,958 650,192 31,689 3,565,461
（変動事由の概要）
増減数の内訳は次のとおりであります。
2025年５月13日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加 650,000株
単元未満株式の買取りによる増加 192株
株式給付信託（BBT-RS）からの給付による減少 31,689株

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配 当 金 の 総 額
(百万円)

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年３月28日
定時株主総会 普 通 株 式 1,623 50.00 2024年12月31日 2025年３月31日

（注）配当金の総額には、「株式給付信託（BBT-RS）」が保有する当社株式に対する配当金９百万円が含まれて
おります。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2026年３月27日開催の第117回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 配当金の総額
(百万円)

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

普 通 株 式 利 益 剰 余 金 1,908 60.00 2025年12月31日 2026年３月30日

（注）配当金の総額には、「株式給付信託（BBT-RS）」が保有する当社株式に対する配当金９百万円が含まれて
おります。

― 24 ―

2026年02月17日 15時52分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



７．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、安全性の高い金融資産に限定しております。資金調達について
は、資金計画に基づいて行っており、自己資金で賄えない部分については金融機関からの借入によって
おります。
また、デリバティブは、外貨建の営業債務に係る為替の変動リスクを回避するために利用しており、投
機的な取引は行っておりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、リース投資資産については、顧客の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場において取引される株式について
は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、１年内返済予定の長期借入金は、その全てが１年以
内の支払期日であります。また、これらのうち一部は、為替・金利の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
長期預り敷金保証金は、賃貸物件において賃借人から預託されている長期金銭債務であり、流動性リス
クに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替
予約取引であります。

③ 金融商品に関するリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の債務不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、信用リスクについては、与信管理基準等に基づき、取引先毎の期日管理・残高管理
を行い、信用状況をモニタリングする体制としております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社グループは、投資有価証券については、定期的に時価の把握を行っております。また、為替予約
に係る市場リスクについては、社内規程等に基づき、適正な社内手続きを経て実行しております。当
社グループのデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い金融機関であるため、相手先の債
務不履行によるリスクはほとんど発生しないものと認識しております。

ハ．流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、予定外のキャッシュ・フローの減少により決済ができなくなるリスクについては、
資金繰り計画等を作成することにより管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することもあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額（※１） 時 価 （※１） 差 額

① リ ー ス 投 資 資 産 5,133
貸 倒 引 当 金 （※２） △0

5,132 5,046 △86
② 投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券 42,825 42,825 −
資 産 計 47,957 47,871 △86

③ 長 期 借 入 金（※３） 4,918 4,917 △0
④ 長期預り敷金保証金（※３） 9,498 8,595 △903
負 債 計 14,416 13,512 △904

⑤ デ リ バ テ ィ ブ 取 引（※４） 68 68 −
※１ 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」は短期間で決

済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
※２ リース投資資産に係る貸倒引当金を控除しております。
※３ １年内返済予定分を含めた金額にて表示しております。
※４ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については、（ ）で表示しております。
※５ 市場価格のない株式等は、「②投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照

表計上額は以下のとおりであります。
（単位：百万円）

区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

非上場株式 317

投資事業有限責任組合への出資（※６） 177
※６ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第

24-16項に従い、時価開示の対象とはしておりません。

（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
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レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区 分
時 価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

投資有価証券

その他有価証券
株式 42,825 ー ー 42,825

デリバティブ取引（※）

通貨関連 ー 68 ー 68

資 産 計 42,825 68 ー 42,893
※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区 分
時 価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

リース投資資産 ー 5,046 ー 5,046

資 産 計 ー 5,046 ー 5,046

長期借入金（※） ー 4,917 ー 4,917

長期預り敷金保証金（※） ー 8,595 ー 8,595

負 債 計 ー 13,512 ー 13,512
※ １年内返済予定分を含めた金額にて表示しております。
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(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
リース投資資産
リース投資資産は一定の期間毎に区分した債権毎に、債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味
した利率により割り引いた現在価値に基づいて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類し
ております。
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル１の時価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、公表された相場価格が存在しないため、取引先金融機関からの提示価格等に基づ
き算定しており、レベル２の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態が実行後大
きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によ
っております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される
利率で割り引いた現在価値により算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。
長期預り敷金保証金
長期預り敷金保証金は返還予定額を契約期間に対する国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り
引いた現在価値により算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。
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８．賃貸等不動産に関する注記
（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、埼玉県その他の地域において賃貸用商業施設（土地を含む。）等を有し
ております。

（2）賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価
26,535 136,398

（注１） 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す。

（注２） 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基
づく金額、その他の物件については主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額
（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

９．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

不動産 医薬品 機械関連 繊維 その他
(注)１ 合計

売上高
不動産賃貸に付随
するサービス 729 − − − − 729

医療用医薬品販売 − 11,681 − − − 11,681
消防自動車販売 − − 7,819 − − 7,819
実用衣料販売 − − − 3,982 − 3,982
機能性繊維販売 − − − 2,700 − 2,700
その他 − − − − 2,633 2,633
顧客との契約から
生じる収益 729 11,681 7,819 6,683 2,633 29,547

その他の収益(注)２ 10,970 − − 134 − 11,105
外部顧客への売上高 11,699 11,681 7,819 6,818 2,633 40,652
（注）１．その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル管理サービス、IT

サービス、印刷紙器の製造・販売及び訪花昆虫の販売等であります。
２．その他の収益の主なものは、不動産賃貸収入であります。
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（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関

する注記等 （4）会計方針に関する事項 ⑦重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま
す。

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

当連結会計年度期首(百万円) 当連結会計年度末(百万円)

顧客との契約から生じた債権 8,214 7,625

契約負債 91 99
連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「受取手形及び売掛金」及び流動資産の
「その他」に、契約負債は流動負債の「その他」に含まれております。
契約負債は顧客からの前受金に関連するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首の契約負債残高に含まれていた額は、91百万円
であります。
② 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであり
ます。

当連結会計年度(百万円)

１年以内 5,972
１年超 1,220
合計 7,193

10．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 3,085円25銭
１株当たり当期純利益 180円73銭

（注）株主資本に自己株式として計上されている「株式給付信託（BBT-RS）」に残存する当社株式は、１株当
たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、期末発行済株式数及び期中平均株式数の計算におい
て控除する自己株式に含めております。
１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の株式数は当連結会計年度163,208株、１株当た
り当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当連結会計年度172,958株でありま
す。
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11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2025

2025
年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金

資 本
剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益
剰 余 金
合 計

固定資産
圧縮積立金

特別償却
準備金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

2025 年 １ 月 １ 日 残 高 1,817 332 437 2,922 1 6,800 14,191 24,354
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,623 △1,623
当 期 純 利 益 2,951 2,951
固定資産圧縮積立金の取崩 △5 5 −
税率変更による積立金の調整額 △37 37 −
特別償却準備金の取崩 △1 1 −
自 己 株 式 の 取 得 −
株式給付信託による
自 己 株 式 の 処 分 −

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) −

事業年度中の変動額合計 − − − △43 △1 − 1,373 1,328
2025 年 12 月 31 日残高 1,817 332 437 2,879 − 6,800 15,565 25,682
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株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

評価・換算
差額等合計

2025 年 １ 月 １ 日 残 高 △4,463 22,040 11,116 55 11,172 33,212
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,623 △1,623
当 期 純 利 益 2,951 2,951
固定資産圧縮積立金の取崩 − −
税率変更による積立金の調整額 − −
特別償却準備金の取崩 − −
自 己 株 式 の 取 得 △1,444 △1,444 △1,444
株式給付信託による
自 己 株 式 の 処 分 61 61 61

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) − 3,398 △7 3,390 3,390

事業年度中の変動額合計 △1,382 △53 3,398 △7 3,390 3,336
2025 年 12月 31日残高 △5,846 21,986 14,515 47 14,562 36,549
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
イ. 子会社株式及び関連会社株式 ― 移動平均法による原価法
ロ. そ の 他 有 価 証 券
市場価格のない株式等
以外のもの

― 時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）

市場価格のない株式等 ― 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項に
より有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決
算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純
額で取り込む方法によっております。

② デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ ― 時価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
イ．商品及び製品、仕掛品

機械製品仕掛品 ― 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
そ の 他 ― 主として月次移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

ロ．原材料及び貯蔵品
主として月次移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法
ただし、1998年４月１日以降取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 31年〜39年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内での見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によ
っております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残
存価額を零とする定額法によっております。
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（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上しているほか、貸倒懸念債権等
特定の債権については、債権の回収可能性を個別に検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
上しております。

イ．退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によ
り、費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法
により、翌事業年度から費用処理することとしております。

④ 土壌汚染処理損失引当金
当社が所有する土地のうち工場跡地の一部について土壌汚染が判明したことにより、土壌汚染浄化処理
の損失に備えるため、支払見込額を計上しております。

⑤ 役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく取締役等への当社株式等の給付に備えるため、当事業年度末における株式給
付債務の見込額に基づき計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
当社は主に不動産事業を行っております。
不動産事業は、主に開発保有するオフィスビルや商業施設等を賃貸する事業であり、「リース取引に関する
会計基準」等に基づき収益を認識しております。

（5）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
なお、為替予約等の振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務については、当該為替予約等の円貨
額に換算しております。
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（6）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。
なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建債権債務及び外貨建予定取引

③ ヘッジ方針
為替予約
通常の取引の範囲内で、ヘッジ対象に係る将来の為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行
っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変
動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジ手段とヘッ
ジ対象に関する重要な条件が同一であることを確認することにより有効性の判定に代えております。

（7）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類に
おけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

２．追加情報
取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る取引について
当社の株式報酬制度は「株式給付信託(BBT-RS)」(以下「本制度」という。)であり、取締役に給付する株式
には退任するまでの間の譲渡制限が付されています。当社の株式報酬制度は2018年度に導入され、2024年
に本制度に改訂しております。
なお、詳細につきましては、連結注記表「２.追加情報」に記載のとおりであります。
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３．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金負債 8,153百万円
なお、上記繰延税金負債は繰延税金資産と相殺後の金額を表示しております。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、繰延税金資産を計上するにあたり、繰延税金資産の回収可能性について、将来減算一時差異

の解消スケジュール、将来課税所得及びタックスプランニング等に基づき判断しております。
将来課税所得の見積りは、経営者によって作成された事業計画を基礎として策定しており、スケジュ

ーリング可能な一時差異に係る繰延税金資産について回収可能性があるものと判断しております。
繰延税金資産の回収可能性の検討においては、課税所得の発生見込に係る判断を主要な仮定としてお

ります。当該仮定が、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌事業年度
以降の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

４．表示方法の変更
損益計算書
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」は、重要性
が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

５．貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産

リース投資資産 1,021百万円
建物 10,264百万円
土地 171百万円
投資有価証券 2,573百万円

計 14,031百万円
（上記に対応する債務）

１年内返済予定の長期借入金 788百万円
未払金 133百万円
流動負債のその他 13百万円
長期借入金 2,224百万円
長期未払金 533百万円
長期預り敷金保証金 2,483百万円

計 6,175百万円
（2）有形固定資産の減価償却累計額 31,950百万円
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（3）関係会社に対する金銭債権・債務
短期金銭債権 4,333百万円
長期金銭債権 1,285百万円
短期金銭債務 11,478百万円
長期金銭債務 23百万円

（4）当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結
しております。
当事業年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 18,260百万円
借入実行残高 2,761百万円

差引額 15,498百万円
（5）財務制限条項

借入金のうち、2,662百万円には、以下の財務制限条項が付されております。
各年度の決算期の末日における連結及び個別の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％以
上に維持すること。

６．損益計算書に関する注記
（1）関係会社との取引高

売上高 16百万円
仕入高 258百万円
営業取引以外の取引高 276百万円

７．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 3,565,461株

（注）当事業年度末の自己株式（普通株式）には、「株式給付信託（BBT-RS）」が保有する当社株式163,208
株が含まれております。
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８．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

投資有価証券評価損 116百万円
貸倒引当金 249百万円
土壌汚染処理損失引当金 17百万円
減損損失 27百万円
関係会社株式評価損 94百万円
関係会社株式取得関連費用 2,025百万円
未払事業税等 46百万円
長期前受収益 160百万円
資産除去債務 514百万円
その他 160百万円
繰延税金資産小計 3,412百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △3,051百万円
繰延税金資産合計 361百万円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △6,507百万円
退職給付信託設定益 △285百万円
固定資産圧縮積立金 △1,323百万円
資産除去債務に対応する除去費用 △230百万円
その他 △167百万円
繰延税金負債合計 △8,515百万円
繰延税金負債の純額 △8,153百万円

（2）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、

2026年４月１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年１月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税

金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。
この変更による影響は軽微であります。
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９．関連当事者との取引に関する注記
（単位：百万円）

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
( 被 所 有 ) 割 合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社

㈱ ニ チ ビ 所有
直接 100.0％

資金の借入
役員の兼任

資 金 の 借 入
（返済との純額）（注１） ― 短 期 借 入 金 1,800

利息の支払（注１） 12 未 払 費 用 0

トーアエイヨー㈱ 所有
直接 96.9％

資金の借入
役員の兼任

資 金 の 借 入
（返済との純額）（注１） 4,000 短 期 借 入 金 9,500

利息の支払（注１） 55 未 払 費 用 20

オグランジャパン㈱ 所有直接 100.0％
輸入代行
資金の貸付
役員の兼任

輸入代行手数料（注２） 4

電子記録債権 1,489

未 収 入 金 227

未 払 金 6

資 金 の 回 収
（貸付との純額）（注１） 160

短 期 貸 付 金 1,070

長期貸付金（注３） 790

利息の受取（注１） 17 前 受 収 益 5

日本機械工業㈱ 所有
直接 100.0％

資金の貸付
役員の兼任

資 金 の 回 収
（貸付との純額）（注１） 1,200 短 期 貸 付 金 1,500

利息の受取（注１） 13 前 受 収 益 4

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）資金の借入・貸付については、グループファイナンス制度によるもので、利率は市場金利を勘案して

合理的に決定しております。
（注２）営業取引条件は、一般取引先と同様の決定方針に基づき決定しております。ただし、回収条件につい

ては優遇しております。
（注３）当該債権に対し、790百万円の貸倒引当金を計上しております。

また、当事業年度において、46百万円の貸倒引当金戻入益を計上しております。
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10．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、連結注記表「９．収益認識に関
する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

11．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,154円82銭
１株当たり当期純利益 92円55銭

（注）株主資本に自己株式として計上されている「株式給付信託（BBT-RS）」に残存する当社株式は、１株当
たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、期末発行済株式数及び期中平均株式数の計算におい
て控除する自己株式に含めております。
１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の株式数は当事業年度163,208株、１株当たり当
期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当事業年度172,958株であります。

12．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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